
※普通会計とは、水道事業会計など公営企業会計等を除く一般会計を主とする会計をいいます。
※人件費には、一般職の給与の外、特別職（町長等、議会議員、非常勤の特別職）及び嘱託員に支
　給される報酬等を含みます。
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１．人件費の状況（平成 25 年度普通会計決算）

住民基本台帳人口 H26.3.31 歳出総額（A） 実質収支 人件費（B） 人件費率（B/A）
9,893 人 8,707,831 千円 298,731 千円 964,508 千円 11.08％

２．職員給与費の状況（平成 25 年度普通会計決算）

職員数
（Ａ）

給与費 1 人当りの
給与費（B/A）給　料 職員手当 期末・勤勉手当 計（Ｂ）

97 人 320,526 千円 72,985 千円 116,068 千円 509,579 千円 5,250 千円
※職員手当に退職手当は含みません。

３．職員の平均給料及び平均年齢

区　分 国見町 福島県
平均給料月額 平均年齢 平均給料月額 平均年齢

一般行政職 312,694 円 39.1 歳 336,500 円 42.9 歳
※一般行政職とは、資格職等を除く職員をいいます。
※町では、独自に給料の減額を行っています。（Ｈ 21 ～ 23 年度上限 3% 減額、Ｈ 24 年度上限 2% 減額、
　Ｈ 25 年度上限額 1％減額、Ｈ 26 年度上限 0.5％減額）

４．職員の初任給及び経験年数別給料月額の状況

区　分 初任給 経験年数
10 年 20 年

一般行政職 大学卒 183,500 円 265,500 円 369,300 円
高校卒 148,600 円 219,700 円 313,500 円

※経験年数とは、卒業後直ちに採用された場合は採用後の年数を、採用前に民間歴などがある場合は、
　その期間を換算し採用後の年数に加算した年数をいいます。

５．一般行政職の級別職員数
区　分 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 合計標準的な職務 主事 主事 主査 主任主査 課長・主幹 総務課長・参事

職員数（人） 9 13 18 24 12 2 78
構成比（％） 11.5 16.7 23.1 30.8 15.4 2.5 100.0

時間外
勤務手当

正規の時間を超えて勤務したときに支給される手当です。
平成 25 年度総支給額（選挙手当を除く）47,746 千円
職員 1 人当り 430 千円（年額）

6．職員手当の状況

7．特別職等の報酬など
給料（報酬）月額 期末手当

町　長 757,795 円（0.5％減後） 議　長 304,200 円（10％減後）   6 月期　1.40 月分

副町長 604,960 円（0.5％減後） 副議長 236,220 円（7％減後） 12 月期   1.55 月分

教育長 567,150 円（0.5％減後） 議　員 216,600 円（5％減後） 合計  　2.95 月分

8．部門別職員数の状況
一般行政部門 特別行政 公営企業等

合計
部　門 議会 総務 企画

商工 税務 民生 衛生 農林 土木 合計 教育 水道・下水道
その他

平成 25 年度 2 20 6 9 12 8 7 6 70 20 15 105
平成 26 年度 2 20 10 9 12 9 7 8 77 20 14 111

増　減 0 0 4 0 0 1 0 2 7 0 △ 1 6

※増減の主な理由は、組織機構の見直しによるものです。
※条例上の定数は 121 人です。

特殊勤務
手　　当

危険・困難・不快・不健康な業務に従事する
職員に対して支給される手当です。
手当の種類　12 種類　
　　　　　　代表的な手当　徴税職員等手当
※平成 26 年 4 月 1 日から支給を再開しています。

扶養手当

配偶者 13,000 円、扶養親族それぞれ 6,500 円
（ただし、配偶者のいない職員の扶養親族の

うち 1 人は 11,000 円）、扶養親族のうち満 16
歳の年度初めから満 22 歳に達した年度末ま
での子供につき月額 5,000 円を加算（月額）

住居手当 借家・間借　月額 9,500 円を超える家賃を払っ
ている職員に対し、月額 100 円～ 27,000 円

通勤手当 2 ～ 4km 未満 2,600 円、4 ～ 6km 未満 3,900 円 
6 ～ 8km 未満 5,200 円、8 ～ 10km 未満 6,500 円
80km 以上　50,400 円（いずれも月額）

（地方公共団体定員管理調査に基づく人数で全職員数です）※特別職は含まない。

※町長等の給料月額は平成 25 年 4 月 1 日に改定しています。（平均 10％減額）

※議会議員の報酬月額は平成 7 年 4 月 1 日改定（平成 21 年 4 月より上記表のとおり減額）

※期末手当の月数は平成 26 年 12 月 1 日現在です。

期末勤勉
手　　当

区分 6 月期 12 月期 合計
期末手当 1.225 月分 1.325 月分 2.55 月分
勤勉手当 0.675 月分 0.825 月分 1.50 月分

制度上の段階、職務の級による加算措置あり。
平均支給月数は平成 26 年 12 月 1 日現在です。

退職手当

区分 勤続 20 年 勤続 25 年 勤続 35 年 最高限度

自己都合 21.62 月分 30.82 月分 43.7 月分 52.44 月分

定年・勧奨 27.025 月分 36.57 月分 52.44 月分 52.44 月分

瑞宝双光章　

　玉手幸平さん（中部）

秋の叙勲　

　元伊達地方消防組合消防本部
消 防 可 令 長 の 玉 手 幸 平 さ ん が、
11 月 11 日に東京で行われた叙勲
伝達式に出席されました。
　玉手さんは、昭和 47 年に伊達
地方消防組合発足に伴う採用の際
に消防士として採用され、拝命以
来 38 年余りの永きにわたり、常
に職責を自覚し、研纘努力を惜し
むことなく積極的に職務の遂行に
あたり、豊富な知識と経験をもっ

て部下職員の指導育成にあたられ
ました。
　玉手さんは「亡き妻に今回の受
章を見せてあげたかった。一番喜
んでくれているのは妻」と話され、
現職時代昼夜関係なく仕事に出か
ける夫の代わりに、息子さんたち
を育てられた奥様のことを話され
ました。また、特に記憶に残って
いることをお聞きすると「昭和
61 年の 8・5 水害。この時に中央
消防署北分署も浸水し、体育館に
機能を移したこと。災害本部で指
示をだしたこと」と当時の思い出
を話されました。

お詫びとお知らせ
　12 月号にて、秋の叙勲受章者の記事を掲
載いたしましたが、危険業務従事者叙勲（消
防関係）を受章された玉手幸平氏の掲載が漏
れていました。ここにお詫びするとともに、
改めて、そのご功績を含めて掲載いたします。

危険業務従事者叙勲

国見町農業政策に関する建議
　国見町農業委員会（朽木勝
之会長）は 12 月 22 日、「平成
27 年度農業政策に関する建議」
を太田久雄町長へ提出しまし
た。
　国見町の基幹産業である農

業が、有望で今後も恒久的に持続可能な職業の一つに
なるよう農業委員会が取りまとめた意見を建議したも
のです。
～建議の内容～
◆農産物の風評被害対策について◆（仮称）里まち文
化交流ステーションについて◆農業後継者、担い手支
援について◆農村の振興と活性化について◆鳥獣被害
防止対策について◆遊休農地解消対策について◆農業
委員会体制並びに機能強化について

　少子化対策事業の一つ
として結成したスマイル
国見若人の会（大和田健
智委員長）の学習会が 12
月８日、観月台文化セン

出会いの場づくり事業

ターで開かれ、委員が出会いの場づくり事業につい
て学びました。講師の大玉村社会福祉協議会の鈴木
哲也氏は、「自分たちが楽しめるイベントでないと参
加者が集まらない」など、大玉村における成功例や
失敗例を分かりやすく説明していました。実行委員
会では、出会いの場づくりのイベントを企画するこ
とになっています。一緒に企画を楽しむ実行委員に
ついて随時募集しています。関心のある方は事務局
までお問い合わせください。
◆事務局：保健福祉課社会福祉係　☎ 585-2793

実行委員

募集
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